
はじめに

日々変化するメディア環境の中で，私たちは

様々なメディアからの情報をもとにして生活し

ている。若い人たちをとりまく環境にも変化が

見られる。彼らはそういった進化しつつあるメ

ディアを使いこなし，生活の中心にしているよ

うである。

２００５年１月に刊行された青少年メディア環境

報告書は，そのような状況を示している。日本

で，平均的な高校生の家庭には，テレビが約３

台，ビデオ・DVDとテレビゲーム機がそれぞ

れ約２台，パソコンが約１台あり，ほとんどの

生徒が携帯電話を所有していて，３人に１人は

自分専用のテレビを所有している。日常の話題

を主に，テレビや友人との会話から得ていて，

そこから得る情報を，新聞やインターネットか

らの情報とともに彼らが重要であると感じてい

ることを示している１）。

携帯メールのやりとりに長時間を費やし，テ

レビが送り出す情報を重要だと思って受け取る

毎日の中で，気がつかないうちに価値観や物の

考え方が形成されていく。そうであるとすれ
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本稿は，イギリスの中等教育で，市民を創るメディア・リテラシーの学びがどのようにおこなわれ
ているかを，一つの教材パッケージTeachingTVNewsを分析することにより論じている。この教材
はイギリスのメディア・リテラシー教育の歴史の流れの中で生まれ，政府，研究者，教育機関のパー
トナーシップの成果と言えるであろう。そして，制作したBFI（BritishFilmInstitute）はその中でも
先駆的なリーダーシップをとってきた組織である。一方，イギリス社会の中で若者は周縁化され，政
治から離反しているが，この様な若者を社会に参加する市民に創る教育の必要性が国全体で認識され
ている。TeachingTVNewsはそのような理念を体現したものであり，自分たちの公共放送がどのよ
うであるべきか議論し，よりよいものに育てていこうとする市民の育成を目指している。日本では，
教育現場でのメディア・リテラシーの認識も十分でなく，イギリスのようにメディア・リテラシー教
育における関係機関のパートナーシップもない。困難な状況であるが，メディア・リテラシーのアプ
ローチで市民教育の可能性を追究していくことが今後の研究課題である。
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ば，まず初めに携帯やテレビを含む様々なメデ

ィアと自分がどのように関わっているか，距離

を置いて考えることが重要である。その際必要

なのは，携帯やテレビは悪影響を与えるからで

きるだけ接触時間を減らそうと考えることでは

ない。メディアの持つ豊かな可能性を信じつ

つ，主体的にメディアと関わり，私たちの暮ら

すこの社会を少しでも民主的なものにするため

にどのようにしたらよいかを考えていくことで

ある。高校生と関わる中で，彼らがメディア・

リテラシーを獲得することが極めて重要である

と考えている。

ICT時代と言われる昨今，世界の様々な分野

で様々な人がメディア・リテラシーについて語

っていて，いまだにその定義は確立されている

とは言えない２）。鈴木みどりはカナダやイギリ

スのメディア・リテラシーの取り組みをいち早

く日本に紹介し，１９９４年に大学で社会学系の専

門科目として初めてメディア・リテラシーの講

座を開講した。鈴木はカナダやイギリスでおこ

なわれてきた研究や実践を踏まえ，また市民組

織における実践と研究を踏まえ，次のように定

義している。「メディア・リテラシーとは，市

民がメディアを社会的文脈でクリティカルに分

析し，評価し，メディアにアクセスし，多様な

形態でコミュニケーションを創りだす力を指

す。また，そのような力の獲得をめざす取り組

みもメディア・リテラシーという３）。」

この定義には，市民とメディアが民主主義社

会を創っていくという理念と，そのような市民

の力に対する信頼がこめられている。つまりメ

ディア社会で主体的に生きるためには，全ての

人びとにメディア・リテラシーの獲得が求めら

れるのである。筆者が特に高等学校でのメディ

ア・リテラシーの学びの展開を急務と感じてい

るのは，またメディア・リテラシー教育の中に

市民を創る学びの可能性があると考えるからで

もある。

社会の中で市民として生きていくには，政治

や経済や社会について情報を得て，自ら判断

し，行動していくことが必要となる。この様な

情報の大半はメディアを通したものである。従

って，メディアを読み解く力は社会に参加する

ためには，まず第一に必要とされる能力と言え

るであろう。

そして，より重要なことは，「メディアを社

会的文脈でクリティカルに分析」することで，

メディアの提示している価値観を明らかにし，

自分のものの見方，考え方がそれらとどのよう

に関わっているか意識化するようになることで

ある。このように私的な経験を社会的文脈で考

えることにより，自分たち高校生が政治と関わ

る世界の中で，また消費を軸とした社会の中

で，どのように位置づけられているかについて

も認識することであろう。

鈴木は社会において主流を占めていない人た

ちの視点をマイノリティ市民の視座と定義し，

クリティカルな分析には極めて必要な視点であ

るとしている。そして，そのような視点からメ

ディアを分析することで，メディアからの情報

の地域的な偏り，人種，年齢，ジェンダーなど

に関するステレオタイプの存在が明確になると

論じている４）。高校生がこのような視点を獲得

することにより，将来市民として，社会をより

民主的で，公正な方向へと変革していく主体と

なり得ると信じるのである。高校生が多くの時

間接している，テレビを中心とする映像メディ

アに焦点を置いた学びが，まず第一に行われる

必要があるだろう。

しかし，現在の日本の教育現場ではこの定義
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に充当するような教育を行っている学校はほと

んどないと言える５）。メディア・リテラシーと

いう名前を冠していながら，実はメディアの情

報を読み取る活動であったり，コンピュータの

使い方を学ぶ活動だったり，生徒がテレビ局の

スタッフと番組を制作する活動だったりする。

これは，日本ではまだ上述したような定義で

のメディア・リテラシーは浸透しておらず，メ

ディアを使って学ぶ教育との区別がついていな

いからである。日本で普及しにくい原因に関し

ては，日本の文化，教育制度に関わって多くの

ことが挙げられるだろう。その問題については

改めて検討したいと思う。

日本における市民を創るメディア・リテラシ

ー教育への手がかりを得るために，イギリスの

中等教育での学びがどのように行われているか

を考察する。

イギリスでは，メディア・リテラシー教育は

メディア研究の流れの中に位置づけられてい

て，研究者，教育現場，政府の関係機関がそれ

ぞれの立場で関わっている。１６歳から１８歳の生

徒や彼らに関わる教師を対象にした，ニュース

報道を学ぶ教材パッケージを手がかりにして，

この３つの分野がどのように関わる中で，どの

ような学びを展開しているかを明らかにしたい

と思う。本論文では，この分野で重要な働きを

しているBFI（BritishFilmInstitute）が 中等教

育での実践のために制作した，TeachingTV

Newsという教材パッケージ６）を取り上げる。

テレビニュースは多くの市民が国内の様々な

課題や，世界で起こっている諸問題について知

り，考えるために，まずアクセスするものであ

る。そして，私たちが世界をどのように見るか

について深く影響力を及ぼすので，テレビニュ

ースを「読み解く」力の獲得は極めて重要であ

る。それは，ニュースが決して「世界を見る

窓」ではないからである。このパッケージの冒

頭部分では次のように述べられている。

もし，これが「世界を見る窓」であるとすれば，

それはイデオロギー，経済的な制約，規律／規

制，政治的圧力，技術革新などにより曇った，決

してきれいにはならない窓である。テレビニュー

スの制作は特定のイデオロギーによるメッセージ

で世界を構成し直して私たちに提示するプロセス

である７）。

従って，ニュースの意味を「読み取る」ので

はなく，ニュースが制作された過程を逆にた

どり，それぞれの過程でどのような選択がなさ

れ，それはなぜかを考えていくこと，つまり

「読み解く」ことが必要である。

BFIが制作したTeachingTVNewsはテレビ

のジャーナリズム機能やイギリスや世界でメデ

ィアと社会の関わりから生まれる問題点をクリ

ティカルな視点で読み解き，対話を中心とした

様々なアクティビティで学ぶように構成された

教材パッケージである。

言うまでもないことであるが，イギリスの実

践をそのまま日本で行ってみようというのでは

ない。イギリスの歴史的，社会的また政治的な

文脈の中に存在する教育の一部を模倣すること

にあまり意味があるとは考えられない。そうで

はなく，この教材パッケージの価値観を，制作

したBFI，対象となっている生徒の状況との関

わりにおいて考察することは，日本でのメディ

ア・リテラシー教育の実践の可能性を探る上

で，ひとつの手がかりとなるのではないかと考

えているのである。

分析の方法は，メディア研究モデルを使う。
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すなわちこの教材パッケージというテクストを

メディア・テクスト，テクストの生産・制作，

オーディアンスの３つの領域に関わって分析す

る。

第１節ではテクストの生産・制作に関わっ

て，イギリスにおけるメディア・リテラシー教

育の流れを概観し，統括する立場のオフコムと

BFIの果たしている役割について考察する。第

２節は先行研究を整理しながら，オーディアン

スであるイギリスの生徒（若者）の置かれた状

況について述べ，彼らが享受している教育制度

とその中でのメディア・リテラシー教育の位置

づけを概観する。第３節では TeachingTV

Newsを分析し，求められている市民像を考察

する。

１ イギリスのメディア・リテラシー教育とイ

ニシアティブを持つ機関

１─１ メディア・リテラシー教育の歴史の概観

ロンドン大学教育学研究所の教授のデビッ

ド・バッキンガムは，子どもとメディアに関し

ての多くの調査や研究を行い，現在ではメディ

ア・リテラシー教育の分野での第一人者であ

る。彼は『メディア・リテラシー教育─学びと

現代文化』（MediaEducation:Literacy,Learning

andContemporaryCulture）において，イギリ

スのメディア・リテラシー教育の初期を次の３

つの時期に分けて説明している８）。

学校教育においてマスメディアについて教え

ることを最初に提案したと言われるのが，F.

R.リービス Leavisとデニス・トンプソン

DenysThompsonである。彼らは『文化と環境

─批判的な気づきのトレーニングCultureand

Environment:TheTrainingofCriticalAwareness』

（LevisandThompson,1933）においてポピュ

ラー文化について教える目的について語ってい

る。それは，メディアは子どもたちに有害な影

響を与えるので，そこから自分を守る術を教

え，そうすることでハイ・カルチャーの真価を

認識させることであった。つまり，子どもたち

が偉大な芸術や文学作品に価値を見いだすため

に，ポピュラー文化の安っぽさを教師が暴き出

すのである。このアプローチは後には「予防接

種型」と称された。

次の１９５０年代から１９６０年代前半の時期はカル

チュラル・スタディーズの誕生の時期と重な

る。高尚な文学作品から日常の生活様式まであ

らゆる形のものを研究対象とし，ハイ・カルチ

ャーとポピュラー文化という区別に挑戦しよう

とした。スチュアート・ホール StuartHallと

パディ・ファンネルPaddyWhannelは『ポピュ

ラー芸術ThePopularArts』（HallandWhannel

１９６４）において主として映画について教える多

くの提案をしている。ここで用いられているア

プローチは「予防接種型」ではなく，子どもの

日常の文化的経験に基づく方法であった。

１９７０年代に生まれたScreen誌で展開された

「スクリーン理論」は，記号論や構造主義など

に基づくマルクス派の理論であり，この中から

レン・マスターマンが登場した。彼は『テレビを

教えるTeachingaboutTelevision』（Masterman,

1980）と『メディアを教える Teachingthe

Media』（Masterman,1985）においてメディ

ア・リテラシーの理論的な基礎を展開し，多く

の実践を紹介している。両著は現在も大きな影

響力を持っているが，彼の理論の最も重要な要

素はメディアが構成されたものであることを明

らかにすることである。記号論を基にした分析

的な方法論を用いてメディア・リプレゼンテー
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ションの持つイデオロギーを社会的，経済的，

政治的文脈で読み解いていくのである。

現在，イギリスのメディア・リテラシー教育

においては，上述のマスターマンの理論が批判

的，発展的に継承されている。子どもは大人が

思っているよりずっと主体的で，批判的なオー

ディアンスで，彼らの持っている知識や経験か

ら始めるのがよいとしている。その上で，子ど

もが十分な情報を得て，自律的な判断ができる

ようにするべきだとしている。子どもがメディ

アを楽しむことの重要性を評価し，批判的分析

だけでなく，実践的制作をおこなうことも重視

している。だだ，バッキンガムは作品を学習の

最終目標と位置づけるべきではなく，子どもが

自分たちの実践を振り返るための出発点だとし

ている。そして，制作活動を新しい理論的アイ

デアを生み出すための手がかりとして用いるの

がよいとしている。つまり，制作と振り返りを

循環的に行うことが重要だと述べているのであ

る９）。

１─２ メディア・リテラシー教育に関わる機関

１各機関の連携

イギリスでは，メディア・リテラシー教育の

現場で有効な実践を生み出すために，多くの機

関がその役割を果たしている。ここでは主要な

働きをしている部門を取り上げ，その間の関連

について述べる。

まず，国レベルでは，文化・メディア・スポ

ーツ省（DCMSDepartmentforCulture,Media

andSports）が，メディア・リテラシーを支持

する枠組みを確立し，政策を立案する。政策立

案のための研究やリサーチは，現在オフコム

（後述）が行っているが，オフコムの設立以前

はBFIが他の機関と協働して行っていた。

教育技能省（DfESDepartmentforEducation

andSkill）は学校教育におけるメディア・リテ

ラシーの発展に関わっていて，現場での良い実

践や研究を奨励している。BFIはまた，メディ

ア・リテラシーを政府の関連機関や部門の活動

に含めるようロビー活動を行う。

地域レベルでは地方教育当局（LEALocal

EducationAuthority）が学校や若者の活動に関

する政府の政策を履行している１０）。

このように各機関がそれぞれの役割を果たし

ながら，現場での実践を支援している。

２統轄するオフコム

イギリスにおいてメディア・リテラシー教育

の促進と関係機関のパートナーシップの構築に

おいて大きな役割を果たしているのが，オフコ

ム（OfcomOfficeofCommunications）である。

オフコムは情報産業に関わる独立規律機関で，

テレビ，ラジオ，テレコミュニケーション，ワ

イアレスコミュニケーションのサービスに責任

を負っている１１）。２００２年の政府の情報産業に関

わる改革の一部として設立され，翌年のコミュ

ニケーション法により実質的権限を与えられ

た。

その主要な役割の一つがメディア・リテラシ

ーの促進のためにリーダーシップと目的遂行の

手段を提供することである。「メディア・リテ

ラシー推進のためのオフコムの戦略と優先事

項１２）」という報告書において，その仕事を研

究，連携・パートナーシップ・方向づけ，ラベ

リング（分類）の３つに分けて示している。

メディア・リテラシーの現在現われつつある

問題，現在のレベルを調査し，継続的な研究を

確立するための幅広い研究プログラムを行うこ

とや，子どもなどを有害な情報から守るための
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共通のラベリングの枠組みを提案することが挙

げられているが，中でも最も大きな機能が関係

機関の連携作りである。

関係機関には，コンテンツ制作者，放送業

者，ネットワークのプロバイダー，教育関係

者，政府の関係部門，親，子どもの援助団体や

他の組織などがあり，メディア・リテラシーを

推進し，そういった機関がおこなっている努力

を最大限に生かすために，彼らの間にアクティ

ブで機能的な関係を創る。クリティカルな視聴

を推進し，コンテンツ制作についても協働作業

を促進する。また，協働関係にあるプロジェク

トを支えるために基金を提供する。

オフコムは，メディア・リテラシーについて

は決まった定義があるわけではないが，協議の

結果，次の定義を採用するとしている。

メディア・リテラシーとは様々な形態でのコミュ

ニケーションにアクセスし，分析し，評価し，ま

たそのようなコミュニケーションを創り出す力で

ある。

バッキンガムはオフコムの依頼を受け，子ど

もと若者のメディア・リテラシー教育について

調査をし，２００５年５月に発表した１３）。それはこ

の領域に関するこれまでの研究と，そういった

研究に欠落してい項目を概観し，革新的方法論

の例を提供している。また，そのことによって

明らかになった障害と可能性についても述べて

いる。

そのなかで，イギリスのメディア・リテラシ

ー教育はアメリカの採っている保護主義的なア

プローチを乗り越え，文化の理解という概念を

包含していると述べられている。つまり，上記

の定義の「理解」と「創作」の両面をあわせも

った実践が行われているのである。

３BFIのリーダーシップ

オフコムが構築しているメディア・リテラシ

ー教育のネットワークの中で最も重要な役割

を果たしているのが BFI（theBritishFilm

Institute）である。BFIは１９３３年に映画とテレ

ビ文化に対する理解，認識，アクセスを促進す

るために設立された半官半民の組織である。世

界最大の映画のアーカイブズを管理し，映画の

保存，復元において世界をリードしている。ま

た，ナショナル・フィルム・シアター，ロンド

ン映画祭，アイマックス・シネマを運営し，世

界最大の映画ライブラリーを持っている１４）。文

化・メディア・スポーツ省から助成を受け，イ

ギリスの映画文化を活性化させることを目標と

している。

その使命については２００５年に出した Time

forAction!の中で次のように述べられている。

映画やテレビは私たちを鼓舞し，私たちの生活に

影響を与える力を持っている。私たちが新しいア

イデンティティを身につけ，新しい声を聞き，他

の人の目で世界を見ることを可能にする。私たち

の生活や，私たちがまさに今生きているますます

グローバル化する世界への理解を促す。

（中略）

そういった力強い様式は賞賛され，理解されなけ

ればならない。BFIが存在するのはそのためであ

る。

この様に映画の持つ可能性に信を置き，文化

の涵養に力を注いでいるBFIであるが，５０年以

上にわたりメディア・リテラシー教育の発展に

おいても重要な役割を果たしてきている。
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BFIはオフコム設立以前から大学研究者と共

に学校教育の中にメディア・リテラシー教育を

導入することに力を尽くしてきた。特に映像

（movingimage）メディアに焦点を置き，１９７０

年代，８０年代には１４歳～１９歳段階の多くのメデ

ィア・リテラシー教育のシラバスを立案するの

を助けてきた。９０年代には保守党政権からの敵

視と闘いながら，メディア・リテラシー教育の

重要性についての世論を喚起し，認識を広め

た。１９９７年に政権が代わり，中等教育の「国

語」のカリキュラムの中に映像メディアを学ぶ

要素を入れることに深く関わり，成功させ

た１５）。

BFIの教育政策は「個人とイギリス文化のた

めに映像メディアについて学ぶ価値を確立す

る」，「あらゆる分野で，また，イギリス中で学

習者が映像を理解し，楽しむことを促進する」，

「映像メディアのリテラシーを教育者，政策決

定者，雇用者，社会の実践すべき義務まで引き

上げる」の３つが挙げられている。映像リテラ

シーについては「幅広い映像メディアに触れ，

映像メディアを探求し，分析したりする際の批

判的な技能を身につけ，映像メディアを用いて

創作活動をする機会を持つことにより獲得でき

る」としている。

具体的には次のような役割を担っている。国

レベルでは，政策立案者に向けての提言を行

い，映像教育活動の成果が理解され，法律でそ

ういった活動の提供と基金を制定するよう働き

かける。３歳から１８歳までの正規の教育におい

て，リソースの提供と教師のトレーニングを行

う。大人の学習者には通信教育が利用できるよ

うにしているし，学校教育や学校外のセクター

でのあらゆる年代の学習者に向けては映画に関

わるイベントを催している。例えば，高齢者向

けには，全盛期の古い映画にまつわる展示をお

こなっている。映像教育に関する研究と評価，

国レベルあるいはローカルなレベルでのネット

ワーク作りを助けている１６）。

２ 教育制度とメディア・リテラシー教育

２─１ 若者の社会における位置づけ

イギリスでは，２００２年からシティズンシップ

という科目が義務化された。それは佐貫

（２００３）によると，日本の「公民」科のようなも

のではなく，「市民を育てる民主主義と政治の

教育」である。この科目が誕生した背景の１つ

は，グローバル化が進行する中で，イギリスで

も国民解体といった様相が見られたことであ

る。政府はそういった状況を克服し，国民的統

合を実現するために教育に期待をしたのであ

る。もう１つは，１９９７年の総選挙における若者

の投票率の低さだ１７）。社会に無関心で，参加を

しない若者が増えてきているのである。

この様な若者の状況はなぜ生まれてきたのだ

ろうか。G・ジョーンズと C・ウォーレスは

『若者はなぜ大人になれないのか』において，

「シティズンシップ」という軸からこの問題に

ついて研究をおこなった。本書において，シテ

ィズンシップとは「近代国家におけるメンバー

としての個人の地位を表わす用語。個人と国家

の間の，権利と義務に関する契約を指す。たと

えば，個人は投票や納税の義務を負い，国家は

必要に応じてケアや福祉事業を提供する。」と

定義されている。

イギリスという国の根幹であった「福祉国

家」という理念がサッチャー政権のもとで大き

く方向転換したことが大きな原因とされてい

る。従来の若者の自立を支えてきた制度を改編
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し，責任は各家庭にあるとしたのである。加え

て若者の就職難，失業の問題は深刻化し，国の

保障がなく，家庭に力がなければ，若者は社会

に出たが，参加していくだけの生活標準を享受

することができないでいる。シティズンシップ

の実現に格差が現われ，そのことにより社会階

層の差も大きくなっているとしている１８）。

同じ問題意識から，前述のバッキンガムも市

民を創るカリキュラムの必要性を論じてい

る。 TheMaking ofCitizens-Young People,

NewsandPoliticsにおいて，若者とテレビニュ

ースの関係を分析し，若者の政治的コミュニケ

ーションの観点から，あるいは政治教育の観点

から，ニュースの限界と可能性について追究し

ている。

バッキンガムは，若者は思われているよりず

っと批判的で，洗練されたオーディアンスで，

ただ楽しみを得たいと思っているのではなく，

情報を得たいと思っているが，そのことに若者

自身が気づいていないとしている。彼らの政治

からの離反の感覚は，怠惰や無知からくるので

はなく，社会の中で彼らが市民として位置づけ

られていないところから来ていると言うのであ

る。そして，彼らの日常経験を政治的観点から

概念化するために，より広い世界についての情

報にアクセスできることが必要であると論じて

いる。

そして，メディア・リテラシー教育が文化の

創造者としての若者の批判的参加を促すと位置

づけて，市民を創る教育にメディア・リテラシ

ーは不可欠であると論じている１９）。

つまり，周縁化されている若者を社会に参加

する者と位置づけることが必要であるとの認識

が社会全体に見られ，教育にその使命が託され

ているのである。

２─２ イギリスの教育制度概略

イギリスの若者はどのような教育制度の中に

おかれているのだろうか。ここでは主として中

等教育終了まで（１８歳まで）を概観する。

高等学校までがほぼ単線型の日本の教育制度

とは異なり，イギリスでは義務教育の段階から

多様な選択肢がある。また，イングランド，ウ

ェールズ，スコットランド，北アイルランドの

４つの地域はそれぞれに異なる教育制度を持

つ。ここでは人口の８０％以上を占めるイングラ

ンドと，類似した制度を持つウェールズの制度

を取り上げる。

１９８８年以前は何を教えるかは学校や教師の裁

量に任されていたが，同年の教育改革法によ

り，政府が内容を定めたナショナル・カリキュ

ラムが導入された。このカリキュラムでは義務

教育段階を４つのキーステージに分け（５歳～

７歳＝キーステージ１，７歳～１１歳＝キーステ

ージ２，１１歳～１４歳＝キーステージ３，１４歳～

１６歳＝キーステージ４），ステージごとに履修

すべき内容，到達目標が定められていて，各キ

ーステージの終わりに全国テストと教師による

評価が行われる２０）。

ナショナル・カリキュラムには３つのコア科

目と基礎科目，その他の科目からなっている。

コア科目は「国語」，「数学」，「科学」で各ステ

ージ共通である。基礎科目には「ICT」，「歴

史」，「音楽」，「体育」などがあるがキーステー

ジごとにどの科目を履修するか決められてい

る。２００２年に「シティズンシップ」がキーステ

ージ３と４で義務化された。他の科目には「宗

教教育」，「キャリア教育」，「性教育」などがあ

り，「宗教教育」は各ステージで共通して学ぶ

ものとなっている２１）。

ナショナル・カリキュラムは日本の学習指導
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要領ほど拘束力のあるものではない。コア科目

には授業時間数の規定があるが，その他の基礎

科目等には時間数の縛りはない。具体的なカリ

キュラムの決定は学校や教師に任されていて，

それを詳細に監視するシステムはない。全国テ

ストで到達度が測られるだけである２２）。

キーステージ４で行われる全国テストを

GeneralCertificateofSecondaryEducation＝

GCSE（中等教育一般証明試験）という。義務

教育を終えるにあたり，十分な学力がついてい

るかどうかを判断するものである。コア科目を

含め，１０科目程度受験する。この試験は全国統

一して同じものではなく，７つ余りある試験実

施機関のうちから各学校が採用することに決め

たGCSE試験を受けることになる。実施機関に

はOCR，AQA，WJEC２３）などがあり，教科書も

どの機関についても適応するタイプのものと，

『GCSEメディア・スタディーズ forAQA』の

ようにそれぞれの機関の試験用に特別に作られ

たものがある２４）。

中等学校を終えた１６歳～１８歳が大学進学を目

指して学ぶのがシックスフォームと呼ばれる２

年間の課程である。開講されている２０前後の科

目から４～５科目を選択し，１年目の終わりに

ASレベルの試験を受け，２年目の終わりに選択

した科目のうちから３科目を選んでA２レベル

の試験を受ける。シックスフォームで受ける試

験をGeneralCertificateofEducation=GCE（中
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等教育終了一般試験）と言い，GCSEと同様に

いくつかの試験実施機関がある２５）。

２─３ メディア・リテラシー教育の位置づけ

では，イギリスの現在の教育制度においてメ

ディア・リテラシー教育はどのように位置づけ

られているだろうか。

１９６０年代後半に，イギリスの学校にフィル

ム・スタディーズ（映画研究）がメディアを専

門とするコースとして初めて導入された。専門

科目のメディア・スタディーズは１９７０年代中頃

に始まったが，現在はGCSEレベルでも，シッ

クスフォームでも選択科目のうちの１つであ

る２６）。２００５年現在，GCSEのメディア・映画・

テレビを履修している生徒数は約４５８００人（全

体の２～３％）で，ここ数年１０～１５％増となっ

ている。イングランドとウエールズではGCSE

メディア・スタディーズを設置している学校が

約５０００校のうち約８００校である。ASレベルでは

約３２０００人，A2レベルでは約２３５００人がエント

リーしていて，ここ数年５～１０％増となってい

る２７）。専門科目としてのメディア・スタディー

ズは履修生の数が年々増加しているとはいえ，

全体も割合から見ると多くの生徒が学んでいる

科目とは言い難い。

メディア・スタディーズという独立した科目

があるのとは別に，他の科目の中にメディア・

リテラシー教育の要素を取り入れる動きがあ

る。バッキンガムは，BFIの教材を参考にしな

がら「歴史」，「科学」，「外国語」，「音楽」とい

う４つの対照的なカリキュラムの中でのメディ

ア・リテラシー教育の可能性を示している。ま

た，メディア教育者は特に「国語」の中にメデ

ィア・リテラシー教育を位置づける努力を重ね

てきているとしている２８）。イングランドとウエ

ー ル ズ で は「国 語」の 項 目 と し て 映 像

（movingimage）の学習を必修としているが，

カリキュラムの中に占めるメディア・リテラシ

ー教育の占める割合は比較的小さく，コア・リ

テラシー（読む・書く・聞く・話す）と競合

し，それらとどう関わるかはよく理解されてい

ないとされている２９）。

前に述べたナショナル・カリキュラムの

「ICT」や「シティズンシップ」という科目の中

にもメディア・スタディーズで行われているよ

うな学びの要素が含まれている。例えば，「シ

ティズンシップ」で社会におけるメディアの重

要性を学ぶ項目があり，「誰がニュース報道を

作るか」，「ニュースを制作する」というモデル

について示されている。また，学習計画の例と

して，メディアがナショナル・アイデンティテ

ィをどのように構成し，表現しているかを学ぶ

ものが示されている３０）。

「シティズンシップ」にメディアについて学

ぶこと，特にニュースを学ぶことが位置づけら

れていることで，若者が社会に市民として位置

づけられるべきであるという理念がうかがわれ

る。バッキッガムの言う，民主主義社会を構成

する「市民を創る」というメディア・リテラシ

ー教育の目的が，具体的に教材パッケージの形

になったものが，次に取り上げる BFIの

TeachingTVNewsである。

以上，イギリスの教育制度におけるメディ

ア・リテラシー教育の状況を見てきたが，メデ

ィア・リテラシー教育の先進国でも相応の位置

づけがなされているとは言い難い現状がうかが

われる。メディア・リテラシー教育がこのよう

な位置に置かれている理由について，バッキン

ガムは教育現場が相対的に保守的であること，

テレビ番組などのポピュラー文化についての学
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びを学校で行うことに，教師の間で抵抗がある

こと，メディア・リテラシー教育が内在してい

る「批判的思考」に対して一般的に恐れを抱く

気持ちがあることなどをあげている３１）。これら

の理由は日本の教育現場においてもあてはまる

ものであり，実践の可能性を探る際に極めて重

要である。本論文においては触れることができ

ないが，改めて考察する必要があると考える。

３ イギリスのメディア・リテラシー教育で求

められている市民像

３─１ TeachingTVNewsの組み立て

TeachingTVNewsはBFIによって制作され

た教材パッケージ『映画研究とメディア・スタ

ディーズを教える』（全２２冊）のうちの１冊で

ある。このシリーズはシックスフォームでおこ

なわれているメディア・スタディーズや映画研

究という科目で使用するために作成されたもの

である。このシリーズには TeachingWomen

andFilm，TeachingTelevisionLanguageand

Productionなどがある。ジャンルごとに分かれ

たパッケージは，上記の科目において豊富な実

践経験をもつ教師や研究者によって著された。

近年の履修生の増加をうけ，専門的に学んで

いない教師がこれらの科目に取り組むのを助け

るために作成された。よい実践に向けての明確

なガイダンス，アクセス可能な参考情報，基本

的なトピックを押さえた内容を提供している。

主として忙しい教師に向けて，最新のトピック

やリソースを提供することが目的だが，生徒の

学習活動も含み，そこで使用するハンドアウト

やワークシートはBFIのサイトからダウンロー

ドすることができる。メディア・リテラシーの

観点からテレビのジャーナリズムとしての機能

を学び，メディアのあり方を社会的，歴史的文

脈で捉える組み立てになっている。生徒は何と

なく断片的に持っているメディアについて知識

を体系的に位置づけ，さらに発展させていくこ

とが出来る。提案されている学習活動の形態も

多様で，ロールプレイ，シミュレーション，デ

ィスカッションなど，対話を通して学ぶことが

基本となっていて，「はじめに（Introduction）」

「基礎知識（Background）」，「ケーススタディ」

の３部から構成されている。

「はじめに」の中でテレビニュースを教える

ことの重要性が語られ，教師と生徒の興味関

心に合った，この教材の７通りの使い方が示さ

れている。また，学習計画案（Schemeofwork）

が２つ提案されていて，１つはテレビと公共放

送について７週間で学ぶ案，もうひとつはテレ

ビニュースと実践的制作について１０週間で学ぶ

組み立てになっている。

「基礎知識」は「公共放送の歴史とテレビニ

ュース」，「様式ときまり／約束事」，「オーディ

アンスと制度」，「リプレゼンテーションとイデ

オロギー」に分かれている。各項目にはイギリ

スのメディアの過去の歴史や現在の状況が，過
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去から現在までの主要なメディア研究の理論を

用いて概観されている。それは，イギリスのメ

ディア・リテラシー教育がメディア学の流れの

中に位置づけられているためである。

内容に関連して２５の学習活動（activity）が提

案されているが，それらはロールプレイ，ディ

スカッション，シミュレーションなどの多様な

形態の活動であり，いずれもグループで学ぶこ

とを基本としている。

「ケーススタディ」では，公共放送の使命と

いう観点からイギリスのテレビ史上で重要と思

われる出来事が取り上げられている。

３─２ 求められる市民像

TeachingTVNewsの中には，市民とはどの

ような人たちで，どのようであるべきかが暗に

示されている。この教材パッケージを分析する

ことにより，イギリスのメディア・リテラシー

教育においてどのような市民の育成が目指され

ているかを明らかにする。主として，市民が公

共放送を考える視点と政治とメディアの関係を

見る視点に関って分析し，最後に市民とはどの

ような人を想定しているかを考察する。本論文

の制約上，多くの記述や記載の中の，重要なも

の，代表的なものに限って取り上げる。

１公共放送を考える市民

このパッケージの分析から浮かび上がってく

るのは公共放送３２）を論じる市民の像である。

それは公共放送の定義，受信料の是非，コミュ

ニケーション法の問題点，BBCの組織などに

ついての学びにあらわれているが，ここでは公

共放送の定義と受信料について考える学習活動

を中心に見ていく。

「基礎知識」の冒頭部は公共放送の定義につ

いて考えるために賛成，反対，それぞれの議論

が紹介されている。また，公共放送とテレビニ

ュースの歴史の概略をまとめたハンドアウトも

利用できる。「学習活動１ 今日のテレビニュ

ースについて公共放送とは何かを考える」で

は，１９２５年にジョン・リース（JohnReith）が

出した見解と２００３年にグレイグ・ダイク（Greg

Dyke）がBBCの責任範囲について述べたもの

とを比較しながら，最近のニュースを見て，公

共放送のあり方を考える活動である。「リース

は今日のニュースのあり方を支持すると思う

か。それはなぜか。」「こういったニュースはダ

イクの見解にどのくらい合っていると思うか。」

「リースの定義のうちでマルチチャンネル時代

にも重要だと思われるものは何か。」といった

問いをもとにディスカッションを行う。

リースは公共放送の父とされ，国民のための

放送という概念を確立したとされている。簑葉

信弘は『［第二版］BBCイギリス放送局』の中

で，リースが１９３１年に述べた決意の次の部分を

引用している。

我々は国民からの搾取（publicexploitation）で

なく，国民への奉仕（publicservice）の伝統を築

き上げるために最善を尽くしてきた。一国の放送

制度はその国の良心を映す鏡である。……これは

我々が引き受けた信託であり，我々はそれを軽々

しく引き受けたわけではない。任務に逃げ道はな

い。我々が正しいと考えるものについては，妥協

の可能性もない。明日の世代は，我々が与えた楽

しみという面だけで我々を評価するわけではな

く，我々が過去に何のために戦ってきたか，将来

もなお何のために戦うかで評価するだろう。放送

が人間の内なる最高のものでなく最低のものに合

わせて行われる日が来るとすれば─私は来ないと
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思うが─，それは国そのものが零落する日だろう

（Briggs,１９９５,Vol.Ⅱ）３３）。

生徒用ワークシート①にはリースの公共放送

についての見解のキーポイントと，ダイクが強

調したことが並べて書かれている。リースは，

公共放送は「人びとを教育し，情報を与え，楽

しませ」，「人びとの好みに迎合せずリードし」，

「文化的，道徳的，教育的力としてふるまい」，

「人間の知識，努力，業績の最もよいものを提

示し」，「低俗で人を傷つける論調を避け，高尚

で道徳的な論調を保ち」，「万人のアクセスを保

証することにより国民を一つにまとめ」，「国民

のアイデンティティと開かれた民主主義を創

り」，「商業的，政治的圧力から自由でいる」べ

きであるとした。ダイクは「質」，「多様性」「差

別化」「様々なオーディアンスとの結びつき」

を強調しているとある。

「学習活動２ 今日のテレビニュースと公共

放送は関係ある？ない？」では，リースからル

パート・マードックまで１２人の意見が紹介され

ている。生徒はそのうちの一人を選び，その人

物になりきってプレゼンテーションをする。従

って生徒は，その人物がどのような考えを持っ

ているかあらかじめ調べておく必要がある。１２

人以外の人物を付け加えてもよい。１２人のメン

バーの意見はリースの考えに賛成する者，反対

する者，ダイクの改革を支持する者，商業テレ

ビの立場からBBCを攻撃する者，オフコムの

権限を強化しようとする政府関係者，テレビニ

ュースが娯楽化していると主張するメディア関

係の市民組織の者など，多様な立場からの発言

を含み，生徒がディスカッションを通して公共

放送について多角的に捉えることを助けてい

る。

イギリスにおいてBBCは，「BBCはイギリス

の最高の輸出品」と市民が評している３４）くら

い国民の支持を受けている。そしてメディアを

通して議論に参加できる機会が多くあり，誰も

がBBCや公共放送について一家言持っていて，

どうあるべきか語る人が多いと言われている。

若者にも市民としてそのような問題意識を持っ

て欲しいと考えられているのである。これは社

会の民主主義的構造にメディアが大きな役割を

果たしているという考えを多くの市民が共有し

ているからであろう。

そうは言っても，１６歳から１８歳の若者が，メ

ディアを学ぶことを自ら選択したとはいえ，公

共放送の使命を自分たちの身近な問題と捉える

ことは中々困難である。少しでも生徒がこの問

題を自分たちの問題として考えるのを促すため

に，このような形態の活動が提案されていると

考えられる。実在の人物の意見を考察すること

により，大人の市民の政治的な議論に関心を持

ち，できれば自分の意見も形成することが求め

られている。若者にそれだけのものを求めると

いうことである。
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「学習活動」１，２を通してリースの公共放

送の考えを基準とし，現在の放送はそれよりど

れくらい悪くなっているかという枠組みが見ら

れる。視聴率を重視するダイクの改革はBBC

をより商業主義的にしてしまっているという論

である。リースの公共放送の使命を至上のもの

とする見解はイギリスのジャーナリズムの主流

となる考え方であり，このパッケージでもそれ

を踏襲していると言える３５）。

次に受信料について考える「学習活動１５受

信料─是か非か？」を見ていこう。受信料の是

非に関する１０の様々な意見についてグループで

考え，意見が一致する順にランク付けをする。

この活動も，取り組みにくいと思われる問題に

でも生徒に関心を持ってもらうための工夫であ

ろう。ここではほとんどの意見について名前や

肩書きは示されていない。BBCの特権をどの

ように考えるか，それにまつわる責任はどう

か，チャンネル４の問題などに関り，賛成４，

反対６の意見が示されている。「基礎知識」の

部分にBBCや商業テレビの財政面での仕組み，

デジタルチャンネルにからむ受信料の議論，広

告費の下落など，様々な角度からの情報が与え

られているが，受信料に否定的な議論の占める

割合が多い。受信料というBBCの根幹に関わ

る制度を改めて考えることにより，公共放送は

誰のためのものであり，どうあるべきであるか

について，幅広い知識と多様な意見をもとに考

えることが求められている。

本書が出版された年（２００３年）は１０年ごとに

出される設立許可状に盛り込まれる内容につい

て，メディアの中でも市民の間でも議論が活発

に行われていた時期だった。２００６年３月に３年

かけてまとめあげられた最終案が発表された

が，今後１０年間，受信料の制度は現行の形で継

続されることになった３６）。

２政治とメディアの関係を考える市民

この教材パッケージは，市民が政治とメディ

アについてどのような視点から考えるべきかを

示していて，「基礎知識」のBBCに関する記述

にそれがあらわれている。経営委員会と政府の

密接な関係，許可状の更新，受信料の問題等に

関して政府に依存する度合いが強いという問題

点が指摘され，政府の介入を受けた例を挙げて

いる。

コソボ危機のとき，NineO’clockNewsでジョ

ン・シンプソンが避難するアルバニア難民の列

にNATO軍が空爆をおこなったのをレポート

したときのことである。シンプソンは労働党政

府やブレア首相から「セルビア寄り」であると

強い非難を受けたが，議会やBBCから支持さ

れた。また，１９８６年にBBCのレポーターがア

メリカによるリビアへの爆撃について報道した

際には，犠牲者に対し同情的であったと批判さ

れた。その中にカダフィ大佐の親類も含まれて

いたため，保守党により左翼的だと非難された

ことも述べられている。また，ケーススタディ

３では，特にサッチャー政権下でのBBCへの

攻撃とそれによる人気番組Panoramaの凋落を

取り上げている３７）。

時には政権に抗い，時には屈するBBCにつ

いての記述から，メディアが社会の民主的構造

を支える働きをするためには，政治的介入には

断固とした態度で立ち向かうことが必要である

というジャーナリズムの基本的理念を読み取る

ことができる。メディアにこの理念を求め，そ

れだけではなく自分たちもメディアをよりよい

ものに育てていこうと考えるような市民を育成

することがこのパッケージの目的の１つであろ
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うと思われる。

しかし，何よりそのような視座がもっとも顕

著にあらわれているのが「学習活動２４偏向は

必要悪？」である。spindoctorsという語はメ

ディア対策アドバイザーと訳されているが，日

本では党の広報担当といったところだろうか。

「自分の党のニュースに最も良い’偏向’を加

えるための広報，宣伝の専門家」と説明されて

いて，アメリカの大統領選で戦略を練るメディ

ア・コンサルタントやキャンペーン・ディレク

ターなどが思い浮かべられる。ここではブレア

首相のコミュニケーション・ディレクターのア

ラステア・キャンベル（AlastairCampbell）が，

労働党に都合が悪いことを否定する働きをした

こと，BBCのドキュメンタリー制作に協力し

ないことで，番組への影響力を行使しようとし

たことなどが書かれている。また，労働党のメ

ディア対策に関わるジョー・ムーア（Jo

Moore）が２００１年９月１１日に「今日は都合の悪

いニュースを葬り去るにはうってつけの日であ

る」という助言をしたことも書かれている。こ

ういった専門家たちの存在は政治家や党のリプ

レゼンテーションをコントロールしようとする

試みを公然と承認していることになり，彼らは

「誠実さより党にとって都合の良い発表に重き

を置いている」と批判されている。

グループで，ワークシートに書かれた１０人の

意見のうち意見が一致する順にランク付けを行

う。１０人の意見はspindoctorsを支持，擁護す

る立場から，当然あるものだという意見，政治

家とメディアは共謀しているという意見，「イ

ラク戦争反対の世論はspindoctorsが私たちを

政治に対して懐疑的にしたからだ」などどちら

の立場にも取れる意見など直接的，間接的に

spindoctorsに関る様々な意見を示している。

この活動は結論を出すことが目的ではなく，

このような専門家の役割を明確にすることによ

り，メディアの情報は政党の立場で構成され，

時には操作されていることに気づくことが意図

されている。

この活動につながる「背景知識」の部分で

は，リプレゼンテーションとイデオロギーに関

する様々な事項が項目ごとに整理されて示され

ている。その中には「テレビニュースは保守的

な現状を支え，労働者，女性，マイノリティ集

団の視点や意見の異なる政治的見解に反対する

ものとして作用する」とするグラスゴー・メデ

ィア・グループの報告がある。また，スチュア

ート・ホールの，オーディアンスがテクストを

解釈する３つの方法（優先的読み，交渉的読

み，対抗的読み）を示しつつ，「テクストは制作

者の考えや価値観に由来する優先的読みを持つ

ように構成されている」という議論を紹介して

いる。続いて，ジョン・フィスクが「テレビジ

ョン・カルチャー」で明らかにした，テレビニ

ュースにおけるヒーローと悪者の構図に関っ

て，プロップのナラティブの構造分析理論を用

いて最近のテレビニュースを分析してみること

が提案されている。

ここでは，メディア研究の成果や理論を利用

しつつニュースは構成されていることの認識を

求めている。明らかにフィクションとして作ら

れたドラマやCMと違い，生徒はニュースは真

実を伝えていると思いがちだ。しかし，無意識

のうちに，また故意にある価値観を伝えている

のに気づくことが自律したオーディアンスにな

る第一歩であるという立場を示している。

３市民とは誰か

では，この教材パッケージは，市民とは誰
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で，どのような人物であると想定しているだろ

うか。そのことを考えるために「基礎知識」の

「オーディアンスと制度」の記述を検討する。

「学習活動１６オーディアンス調査委員会は役

に立っているか？」は視聴率と番組編成の関係

について考察する活動であり，「学習活動１７オ

ーディアンスはどのようにニュースを利用して

いるか？」は人々がなぜニュースを見るかにつ

いてマスローやマクウェルの利用と満足の理論

を用いて調査をする活動である。これらの活動

に関って，様々な問題が提示されている。

まず第一に，ニュースの男性化が挙げられて

いる。ニュースギャザリング，ニュースバリュ

ー，内容，報道，提示の仕方において男性志向

であるとし，「女性の争点は，伝統的な女性の

役割の範疇に入らなければ価値がないと考えら

れている。」とするジャンセンの議論を紹介し

ている。また，このことに関ってエイジズムの

問題点も挙げられている。視聴率の向上のため

にプレゼンターの女性に対して制作側は若さと

かわいらしさを求めるので，熟練したキャスタ

ーには居場所がない。これは男性のプレゼンタ

ーについても同様であるとしている。

しかし，オーディアンスの方はそのようなこ

とを望んでいないと述べられている。ハーグリ

ーブスとトーマスがNewNews,OldNewsで紹

介した調査を引用し，「オーディアンスはニュ

ースのプレゼンターに見かけよりも知識，知

性，信頼度の方を求めている」としている。ま

たニュースと有名人に関しては，彼らについて

のニュースはオーディアンスが現実から逃避す

ることを助け，有名人と比較して自分たちの価

値観やアイデンティティを考えさせる。そし

て，有名人のプレゼンターはニュースを売るた

めに使われているとしている。一方で，上述の

文献から６８％の人がテレビの有名人のニュース

にはうんざりしているという結果を報告してい

る。

つまり，メディアの想定する，有名人や若い

人が好きというオーディアンスとはかけ離れた

姿が浮かび上がってくる。オーディアンスはメ

ディアが思っているより，ずっと賢く，アクテ

ィブであるとこのパッケージは提示している。

それは若者のニュース離れについて考える，次

のような活動からも伺える。「人々がニュース

から離れるのはそれが彼らには身近な問題では

ないからだ。」「白人の中産階級の中年男性は

我々の生活に関係ないような議論をしている。」

という２つの意見を糸口にしてディスカッショ

ンをみようと指示されている。

「学習活動２１ テレビニュースを面白くする

には」はシミュレーション活動である。BBC

のNews24やNewsnightの５分間のクリップを

注意深く見て，プレゼンター，語り口，演出，

ニュースのトピック，ニュースバリューなどに

ついて，若いオーディアンスにアピールしない

理由を確認する。次にそういった要素に関し

て，いつも見ているオーディアンスを離反させ

ることなく，若いオーディアンスにアピールす

るような提案を行う。クラスで発表し，BBC

会長に提案する。自分たちでニュースを作る活

動へと繋げることもできる。

この活動は若者の価値観からニュース制作を

考えることにより，彼らの日常経験を社会的文

脈で考える手がかりを与えることが目的であろ

う。若者オーディアンスに能動性と，社会に関

わることを求めている。

以上から，TeachingTVNewsでは市民（オ

ーディアンス）とはアクティブでクリティカル

である。ニュースを支配する中年男性の価値観
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に対するオルタナティブは，女性や若者の価値

観であるが，高齢者，障害を持つ人という視点

はない。何よりイギリス社会を考える上で重要

な要素である階級についての言及はほとんどな

いし，人種，宗教という属性については触れら

れていない。この教材パッケージの想定する市

民の多様性には限界があると言えよう。

４まとめと考察

以上の分析で明確になったあるべき市民の姿

とは，公共放送について議論する権利と，より

よいものにしていく義務の両方を持っているこ

とを自覚している姿である。また，ニュースが

様々な価値観，イデオロギーで無意識のうち

に，あるいは意識的に構成されたものであるの

を知ることによって，メディアと距離を置いて

自律的に関わる市民が望まれている。

そして，このような市民を創ることの重要性

を，政府，研究者，教育に関わる人たちが認識

し，現場での実践を奨励している。そこにイギ

リスの市民社会の力量を見る思いがする。

そのような市民にとって，メディアとは自分

たち市民のためのものであり，市民が中心の社

会に貢献する働きをするべきものである。だか

ら市民はメディアを育てる義務も負うのであ

る。

この様な教育実践こそ，マスターマンが言う

ように，「多くの人が力をつけ（エンパワーメ

ント），社会の民主主義的構造を強化する３８）。」

のである。

おわりに

本論文で，イギリスにおける市民を創るメデ

ィア・リテラシーの教育が，公共放送について

市民の視点で学ぶことであり，政府，研究者，

教育関係機関の有機的なパートナーシップのも

とで行われていることが明らかになった。しか

し，欠けているのは，実際に教育現場でそうい

った学びがどのように行われているかについて

の研究である。このパッケージがどのように使

用されているか，生徒はそこから何を学んでい

るか，メディア・リテラシー教育の中に他にど

のような枠組みがあるかについて調査を行う必

要がある。それにより，さらに日本における展

開の可能性について実のある考察が可能になる

であろう。

現在の日本の状況の中で，このような学びを

展開していくことは可能であろうか。前に述べ

たように，教育現場ではメディア・リテラシー

とは何かについて共通した理解が持てていな

い。そのような状況の中で，民主主義のための

教育とは何かについてコンセンサスを得るには

多くの困難が伴うであろう。何よりもそういっ

た議論が活発におこなわれているとは言い難い

し，カリキュラムの中に占める市民教育の割合

は多くない。

また，BFIのような組織もなく，保守的傾向

の極めて強い政府と教育機関，現場がパートナ

ーシップを作るのは極めて難題であろう。

ただ，日本でも公共放送や放送の公共性につ

いて学ぶことが市民教育の中に含まれるべきで

あるということは言えるであろう。前述のよう

に日本ではメディア・リテラシー教育はまだ端

緒についたばかりなので，この分野の新しい学

習計画案を提案できれば，教育に関わる議論の

中で，市民を創る必要性を俎上にのせることが

できるであろう。どのような市民を育てていく

かについての様々な立場からの多様な見解につ

いて検討し，合意形成を目指していく過程が必
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要である。その中で，メディアをクリティカル

に読み解くことの重要性も議論されると考えら

れる。従って，今後取り組むべきことは，具体

的なカリキュラムを作り，それを現場で実践す

ることである。そして，そのことによって得た

結果から学び，さらに練り上げていくことであ

る。

折りしも，「成人」の年齢を２０歳から１８歳に

引き下げる民法の改正案が検討されることにな

った３９）。この件に関しては，さまざまな方面か

らに多角的な意見をたたかわせ，慎重に合意に

至る必要があるだろう。しかし，そのようにな

れば，どのような市民を創るかという理念が，

国の行く末を左右することになる。教育現場，

特に高等学校で，愛国，国家，国旗に収斂され

ないような市民教育のあり方について，社会全

体で議論することが必要である。メディア・リ

テラシーのアプローチで市民教育を考えること

が極めて重要になってくるということである。

困難な状況ではあるが，この問題について，引

き続き追究していきたいと考えている。
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Abstract:ByanalyzingTeachingTVNews,ateachingguide,thispaperdiscusseshowmedia

literacylearning,whichfocusesoncreatingcitizens,isbeingpracticedatthesecondaryeducation

levelintheUnitedKingdom.ThisguidewasproducedaspartofBritishmedialiteracyeducation.

Itcanalsobedescribedasanoutcomeofthepartnershipbetweenthegovernment,researchers

andeducationalinstitutions.TheBFI,whichpublishedtheguide,isoneofthepioneeringleaders

inthisarea.TheresearchliteraturestatesthatyoungpeopleintheU.K.aresociallymarginalized

andalienatedfrom politics.Itisrecognizednationallythatthereisaneedforeducationwhich

createscitizenswhocanparticipateactivelyinsociety.Theguideembodiesthisidea,aimingto

cultivatecitizenswhodiscusswhatpublicservicebroadcastingshouldbeandhowitcanbe

improved.InJapan,medialiteracyisnotfullyrecognizedbyeducationalinstitutionsandthereis

nopartnershipbetweenorganizationsasintheU.K.However,insuchdifficultcircumstances,the

possibilityofcitizenshipeducationinJapanusingamedialiteracyapproachmustbeexploredin

futureresearch.

Keywords:medialiteracyeducation,citizenshipeducation,highschoolstudents,broadcastnews,

theBritisheducationsystem,BFI(theBritishFilm Institute),Ofcom (Officeof
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